
“なんたんカード”の提示、専用端末にカードをかざすと
ポイントが付与されます。

<注意事項>貯まるポイントが以下のように変更されます。
現行 １ポイント ＝ なんたんカード 50ポイント

１）なんたんカードを受取る

表面 裏面

２）「ねじめ温泉ネッピー館利用券」を使う場合

Step① 温泉保養助成利用券交付申請書

を町民保健課で申請する。

これまで通り役場窓口でお申込みください。
お申込み確認次第、“なんたんカード”に使用で
きる回数分の利用券がチャージされます。

Step② ネッピー館で"なんたんカード"を使う

ネッピー館の窓口においてある専用端末に
"なんたんカード"の二次元バーコードをかざすと、
自動的に１回分が
使用されます。

残りの利用料をこれまで通り
自動発券機より購入しお支払いください。
※申請方法など詳細は「広報みなみおおすみ３月号」を
ご確認ください。

3)「健康づくりマイレージポイント」を使う場合

Step① 健康づくりマイレージ事業参加登録

申請書を提出する。

これまで通り役場窓口（保健センター）へ
お申し込みください。

Step② 「健康づくりマイレージポイント」

を貯める

お申込みを確認次第、"なんたんカード"でポイントを
貯めることができるようになります。

Step③ 「健康づくりマイレージポイント」を

"ネッピー商品券"と交換する

貯まったポイントはネッピー商品券と交換できます。

４）スマートフォンアプリを使う

なんたんカードアプリをダウンロード

・アプリ使用方法

Step① アプリと専用カードの連携

ⅰ：アプリを開く
ⅱ：通知を許可
ⅲ：カード連携

※自動でカメラが起動するので専用カードの二次元
コードを読み取ってください。自動で専用カードと連
携されます。

Step➁ アプリを使う

アプリ内の「会員証」で表示される二次元コードを提示
することで、“なんたんカード”と同様に使用できます。

※アプリを使用すると、残りのポイントの確認や利用履歴等
が確認できます。

町民保健課

申請

１回分
使用

保健センター

申請

※申請方法など詳細については、後日自治会使送便等
を通じてお知らせします。

“なんたんカード”は今後町内の様々なサービスで利
用できるよう計画中です。
大切にお持ちください。

“なんたんカード”は利用申込をしていただいた方に
対して発行します。
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